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平成２８年３月１６日

東北地方整備局コンプライアンス推進本部

はじめに

平成２４年に高知県内で発生した国土交通省発注の土木工事における入札談合事案を受

けて、東北地方整備局では、同年１１月に「東北地方整備局コンプライアンス推進本部」

を設置し、毎年度「コンプライアンス推進計画」を策定し、コンプライアンス推進等の強

化を図ってきたところである。これまでの取組によって、職員のコンプライアンス意識は

向上し、職場に定着してきている。

一方、国家公務員に課せられた社会的責任を果たす上では、法令遵守義務、セクハラ対

策、パワハラ対策といった職場のモラルや倫理等、広い意味でのコンプライアンスの推進

に取り組み、国民の疑念や不信を招かないよう業務を遂行していくことが重要である。

よって、平成２８年度の推進計画においては、ハラスメント対策を含む服務・倫理に関

する事項を追加し、コンプライアンスの推進を図っていくものとする。

Ⅰ．風通しの良い職場づくりと職員の意識啓発

１．風通しの良い職場づくり …… 新規

不祥事を未然に防止するためには、職員間で業務内容を共有しながら意思疎通を深め、

組織全体で不祥事の芽を小さいうちに摘み取る組織風土の醸成（風通しの良い職場づく

り）が重要である。

そのためには、管理職員は日頃から職員（期間業務職員を含む。以下同じ。）への目

配りや気配りを忘れずに適切な職場のマネジメントに努め、「報告・連絡・相談」の徹

底や、各種打合せや人事評価の面談等あらゆる機会を通じて情報共有を図り、職場内の

コミュニケーションの向上に努めるものとする。

２．コンプライアンス・インストラクターの養成 …… 継続

４月期異動後の配置（各事務所１名以上）を考慮し、コンプライアンス推進の職場で

の指導的役割を担うコンプライアンス・インストラクター（以下「インストラクター」

という。）を引き続き養成する。

３．研修等における意識啓発

（１）研修における周知徹底 …… 継続

主な研修にコンプライアンスに関するカリキュラムを設け、職員のコンプライアン

スに関する意識の醸成と徹底を図る。

特に発注者綱紀保持に関するカリキュラムを設けた全ての研修（新規採用職員研修

を除く）において、研修生同士が質問、意見を出し合って理解を深めるグループ討議

方式を採り入れる。



また、法令等の周知はもとより、コンプライアンスは「他人事」ではなく「自分事」

であることの意識付けとコミュニケーションの重要性に重点をおいて講義を実施す

る。

（２）幹部職員会議における周知徹底 …… 継続

事務所の幹部職員（事務所長、副所長等）を対象とした本局会議において、公正取

引委員会等の外部講師による講話を引き続き実施し、意識の涵養を図る。

（３）コンプライアンス通信の発行 …… 継続

身近な事例などを紹介するコンプライアンス通信を毎月１回以上発行し、コンプラ

イアンス推進の取組に活用することにより、職員のコンプライアンス意識の向上を図

る。

４．職場における意識啓発

（１）コンプライアンス・ミーティングの実施 …… 継続

職員相互間での意見交換を行うことにより理解を促進するため、身近な問題をテー

マとしたコンプライアンス・ミーティングを年２回実施する。

なお、期間業務職員の日常業務で起こり得るような理解しやすいテーマも設定する。

（２）コンプライアンス講習会の開催 …… 継続

過去の不祥事例を紹介する等のコンプライアンス講習会を年１回以上開催し、職員

のコンプライアンス意識の徹底を図る。

なお、講習会に当たっては積極的にインストラクターを活用することにより、イン

ストラクターのスキルの向上を図る。

本局において講習会用資料を作成して情報提供することにより、講師の負担軽減を

図る。

（３）所内会議等による周知 …… 継続

「コンプライアンス推進委員会」等の所内会議の機会を通じて、コンプライアンス

に関する関係法令や規程等及び違反行為に対する懲戒処分や損害賠償請求、刑罰の事

例等について引き続き職員周知を図る。

特に、職員自身やその家族を守るものであることを職員に認識させる。

５．職員によるコンプライアンス学習

（１）ｅ－ラーニングの受講 …… 継続

現在構築されているコンテンツ（§１服務、§２倫理、§３官製談合防止法、幹部

職員用自習研修教材「倫理的な組織風土を構築するために」及び一般職員用自習研修

教材「公務員倫理について学ぶ」）の受講指導を引き続き実施する。

最終受講日から３年を経過した職員に、コンプライアンス意識が希薄にならないよ

う再度受講させる。

（２）セルフチェックの実施 …… 継続

コンプライアンスに関する理解度を検証するためのセルフチェックを第４四半期に



実施し、正答率等の結果をフィードバックする。

正答率が低い質問に対しては、翌年度のコンプライアンス・ミーティング等におい

て解説を行う等、職員へのフォローアップを実施する。

国家公務員倫理週間では、実施促進のためパソコンのポップアップ機能を活用した

セルフチェックを実施する。

Ⅱ．発注者綱紀保持

１．不正が発生しにくい入札契約手続への見直し

（１）入札書と技術提案書の同時提出及び予定価格作成時期の後倒し …… 継続

入札書と技術提案書を同時に提出させることで、技術評価点の漏洩の防止を図ると

ともに、予定価格の作成を入札書提出後にすることで、予定価格の漏洩の防止を図る。

この取組を、下記工事で引き続き実施する。

① 一般土木工事（予定価格６千万円以上３億円未満）で施工能力評価型を適

用する全ての工事。

② 港湾土木工事（予定価格５千万円以上２億円未満のうち事務所発注工事）

で施工能力評価型（施工計画を加点方式により審査・評価を行う工事を除く）

を適用する全ての工事。

（２）総合評価落札方式における積算業務と技術審査・評価業務の分離体制の確保

…… 継続

積算業務と技術審査・評価業務の分離体制を確保することにより、両方の情報を知

る機会とその情報を知る者の数を限定し、これら情報の漏洩の防止を引き続き実施す

る。

（３）技術提案書における業者名のマスキングの徹底 …… 継続

各種資料における業者名のマスキングを徹底することにより、入札参加業者名を知

る者の数を限定し、情報の漏洩の防止を引き続き実施する。

また、技術提案書についても業者名のマスキングの徹底により、特定の業者に対す

る不公正な評価の防止対策を引き続き実施する。

なお、上記（１）で実施する工事については、業務負担の軽減を図る観点から、原

則としてマスキングを不要とする。

（４）談合業者のうち首謀者に対する違約金の引き上げ …… 継続

談合等の不正行為があった場合の違約金引き上げ（１０％を１５％へ）対象を、談

合の首謀者或いは一定期間内に繰り返し談合を行った業者に拡大して適用する取組を

引き続き実施する。

２．事業者等との適切な対応

（１）発注者綱紀保持規程等の周知

発注者綱紀保持規程等関係法令や再発防止対策等について、次の取組により事業者

等及び来庁者へ引き続き周知し、理解を求めるものとする。



① 東北地方整備局コンプライアンス推進計画及び過去の違法事例や課せられ

たペナルティ等をホームページに掲載し、取組への協力依頼と違法性に対す

る啓発活動を行う。 …… 継続

② 事業者等の関係業界団体に対し、コンプライアンスに関するリーフレット

を配付する等、取組への協力依頼を行う。 …… 新規

③ 一般競争（指名競争）参加資格認定通知書にコンプライアンスに関するリ

ーフレットを同封し取組への協力依頼を行う。 …… 継続

④ 庁舎及び執務室入口等に入室に当たっての協力依頼を掲示する。… 継続

（２）応接方法の徹底 …… 継続

事業者等との応接に当たっては、次の事項を引き続き徹底する。

① 公正かつ適正に行い、一部の事業者等を有利となるよう又は不利となるよ

うにしてはならない。

② 国民の疑惑や不信を招かないよう行い、必要最小限の対応にとどめる。

この場合においては、原則として受付カウンター等オープンな場所で複数の職員に

より対応する。

また、事業者等との応接を執務室外のオープンな場所等で行うことができるよう、

執務環境を整備する。

３．技術審査資料等の管理の徹底

（１）回収及び処分等のルールの徹底 …… 継続

技術審査会、入札・契約手続運営委員会及び建設コンサルタント選定委員会等で使

用する技術審査資料については、回収及び処分等のルールを引き続き徹底する。

また、ミスプリントや検討段階の資料等作成途中で不要となった資料についても、

シュレッダーによる裁断等確実な処分を引き続き徹底する。

（２）厳重な保管 …… 継続

資料作成の基礎となるデータの保管については、データの種類（紙、電子データ）

を問わず、技術審査担当以外が閲覧したり、加工したりできないような場所に引き続

き厳重に保管する。

（３）情報管理の徹底 …… 継続

予定価格、調査基準価格、総合評価の評価点数、入札参加予定者名などの機密情報

が含まれる文書の保管及びデータの管理について、施錠箇所での管理、アクセス制限、

パスワードの管理等を定めた、発注事務に関する情報管理のルールに基づき引き続き

徹底する。

４．発注者綱紀保持規程に抵触する行為及び不当な働きかけに対する対応

（１）発注者綱紀保持規程に抵触する行為等への対応 …… 継続

発注者綱紀保持規程に基づく職員の責務、秘密の保持、事業者等との応接方法等に

抵触する行為があった場合の対応（報告制度及び内部・外部通報窓口等）について、

引き続き職員への周知徹底を図る。



（２）不当な働きかけに対する対応 …… 継続

事業者等又は東北地方整備局以外の職員等から、不当な働きかけに該当すると思料

する行為を受けたときの対応（その者への対応、報告制度及び内部・外部通報窓口等）

について、引き続き職員への周知徹底を図る。

５．入札結果の継続的監視

（１）談合疑義案件の確認 …… 継続

談合疑義事実の選定に関する基準に該当する入札案件については公正入札調査委員

会へ報告を行うなど、入札結果について引き続き監視する。

（２）事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開の強化 …… 継続

事務所ごとの年間を通じた一般土木工事及び港湾土木工事の落札率及び業者別年間

受注額・受注割合について、ホームページで公表を行い、応札状況の透明化・情報公

開の強化を図る。

Ⅲ．服務規律・倫理規程の遵守 …… 新規

１．職員への注意喚起の強化・取組の徹底

（１）注意喚起の強化

不祥事が発生した場合など、必要に応じて綱紀保持徹底に関する文書を発出し、職

員に対する注意喚起等の取組を強化する。

（２）国家公務員倫理週間（12/1～12/7）における取組

全省庁共通の取組を確実に実行するとともに、次の東北地方整備局独自の取組を計

画し、週間における啓発活動の一層の促進を図る。

① 局長メッセージの全職員へのメール送信

② 週間にあわせてのコンプライアンス推進委員会の開催

③ 情報セキュリティーポリシー遵守の周知徹底

④ 倫理法違反事案事例集等の情報提供

（３）セクシュアル・ハラスメント防止対策

セクシュアル・ハラスメントを防止するため、次の取組を強化する。

① 期間業務職員採用時は、各職場においてセクハラ防止対策のリーフレット

を配布し、十分な説明を行うよう徹底する。

② 年度当初、各セクハラ相談員に対し関係資料を送付し、責任をもって相談

に対応するよう指導を徹底するとともに、苦情相談に関する知識、技能等を

向上させるため、人事院主催のセミナーに積極的に参加させる。

③ 国家公務員セクシュアル・ハラスメント週間中（12/4～12/10）に各職場

において講習会を開催し、職員に対して防止対策や相談窓口、相談員等につ

いて十分に認識させる。特に、期間業務職員に対しては、その周知を徹底す

る。



（４）パワー・ハラスメント防止対策

パワー・ハラスメントを防止するため、次の取組を強化する。

① 事務所長会議、副所長会議等の本局会議において、外部講師によるパワハ

ラ防止対策の講話を引き続き実施する。

② 平成２７年７月に作成された人事院の「パワー・ハラスメント防止ハンド

ブック」について、職場への浸透を図る。また、昨年度新たに開設した相談

窓口について、その周知に努める。

③ 本局で作成したパワーポイントやＤＶＤを活用した、パワハラ防止に関す

る講習会を各職場で開催し、職員への啓発の取組を強化していく。

２．新規採用職員等への周知徹底

年度当初に新規採用職員（期間業務職員含む）及び地方自治体等からの出向者に対し

ては、「義務違反ハンドブック」「国家公務員倫理教本」「国家公務員倫理カード」を配

布し、関係法令等の周知徹底を図る。

また、同資料については、本局イントラネットに掲載し全職員への周知に努める。

Ⅳ．推進計画の実施状況及び実効性の検証

１．内部監査の実施 …… 継続

入札契約に関する不正行為の防止に資するため、主任監査官等が行う一般監査等によ

り、各事務所等におけるコンプライアンスへの取組状況や入札・契約事務の実施状況等

を重点事項とし、内部監査を引き続き実施する。

２．コンプライアンス推進計画のフォローアップ

（１）推進本部によるモニタリング等 …… 新規

コンプライアンス推進本部は、コンプライアンス推進責任者（事務所長及び管理所

長）からコンプライアンスに関する取組状況等の報告を受け、再発防止策等のモニタ

リングとフォローアップを引き続き実施する。

また、本部長、副本部長及び本部員は各県内事務所長会議に出席し、事務所及び管

理所における問題・課題等を把握するとともにコミュニケーションの充実を図るため

コンプライアンス推進責任者と意見交換を行う。

（２）実施状況の報告 …… 継続

部長及びコンプライアンス推進責任者は、本推進計画の実施状況を別途指示する日

までに本部長に報告する。

（３）実施状況の評価及び公表 …… 継続

本部長は、実施状況の報告に基づき評価を実施し、その結果を翌年度の７月末まで

に「コンプライアンス報告書」としてとりまとめ公表する。

なお、本部長は効果が認められる取組事例については、各部・各事務所に情報提供

する。


